
任意継続被保険者 資格喪失届 兼 保険料還付請求書記入見本

※資格を喪失した月以降の保険料は必要ありません。

既に保険料を納付いただいている場合は、20日締め・当月末にて還付金振込先口座へ振込をいたします。

※被保険者が亡くなられた場合は、③にご記入された届出人（法定相続人)の方の口座をご記入ください。

還付金振込先口座をご記入ください。

記号・番号は保険証に

記載されています。

健康保険喪失証明書の発行をご希望される場合のみ、☑を行ってください。

※ＴＯＴＯ健康保険組合発行の健康保険被保険者証（被扶養者分も含め全て）が返却されたことをこちらで確認次第、郵送いたします。

該当する項目に☑を行い、

添付資料と併せて、ご提出

ください。

※高齢受給者証(70歳以上の方)

・限度額適用認定証をお持ちの

方は、併せてご提出ください。

※脱退申出により喪失される場合は、

本申請書をＴＯＴＯ健康保険

組合に提出した翌月５日までに

健康保険被保険者証をご返却

ください。

それまで保険証は、お手元で保管

ください。

被保険者の氏名・連絡先・

住所をご記入ください。

※被保険者の方がお亡くなりになら

れた場合も、被保険者の氏名等を

ご記入ください。

TOTO健康保険組合

ホームページ


